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い
つ
も
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
そ
ば
に
い
ま
す

企
業
活
動
を
進
化
、
加
速
さ
せ
る
力
強
い
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て

国
内
外
の
あ
ら
ゆ
る
案
件
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
解
決
し
て
い
ま
す

こ
れ
ら
経
営
環
境
の
変
化
に
伴
う
法
務
リ
ス
ク
に
対
し
て
、

高
い
専
門
性
を
持
つ
弁
護
士
が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
皆
様
に
寄
り
添
い
、
支
え
、

北
浜
法
律
事
務
所
は

全
方
位
で
意
識
を
向
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す

S
D
G
S

の
取
り
組
み
も
進
み
、

社
会
や
環
境
、
従
業
員
、
取
引
先
、
地
域
と
い
っ
た
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
し
て

企
業
経
営
の
透
明
性
が
よ
り
一
層
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
会
社
法
改
正
に
よ
り

五
輪
を
追
い
風
に
働
き
方
改
革
の
取
り
組
み
が
進
行
し
て
い
ま
す

グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
で
の
熾
烈
な
競
争
、
M
&
A
な
ど
、

企
業
が
新
し
い
時
代
を
果
敢
に
切
り
拓
く
動
き
が
ま
す
ま
す
加
速
し
て
い
ま
す
。

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
に
向
け
て
は
、

総
務
省
が
テ
レ
ワ
ー
ク
の
普
及
促
進
を
行
い
、

「
令
和
」
も
2

年
目
に
な
り
、

A
I

・
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
な
ど
の
技
術
革
新
や

と
も
に
歩
み
、 e 

弁護士法人北浜法律事務所代表

森本宏



1ｷ  2020コーポレートガバナンス

会社法改正の要点を

簡単につかみましょ

子
会
社
と
な
る
会
社
は
「
他
の
株
式
会
社
」

い
う
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

譲
渡
人
に
対
し
て
当
該
株
式
の
対
価
と
し
て

式
会
社
の
株
式
を
譲
り
受
け
、
当
該
株
式
の

も
の
に
限
る
）
と
す
る
た
め
に
当
該
他
の
株

株
式
交
付
と
は
、
株
式
会
社
が
他
の
株
式

ら
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す

拡
大
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

北浜法律事務所は、コーポレート・会社法の分野において、

豊富な業務実績があります。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

度
が
あ
り
ま
す
）
、M
＆
A

の
手
法
が
さ
ら
に

り
（
な
お
、
産
業
競
争
力
強
化
法
で
類
似
制

東京事務所 TEL 03-5219-5151 

福岡事務所 TEL 092-263-9990 

大阪事務所 TEL 06-6202-1088 

https://www.kitahama.or.jp/ 

社
外
取
締
役
に
関
す
る
改
正
と
し
て
は

な
る

M
&
A
手
法
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な

ス
ノ

社
外
取
締
役
に
関
す
る
改
正

襲

゜

株
式
交
付
の
制
度
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に

の
決
議
に
よ
り
導
入
す
る
こ
と
が
明
確
に
な

き
な
い
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

締
役
会
設
置
会
社
に
お
い
て
は
取
締
役
会
）

会
社
と
の
間
で
株
式
交
付
を
行
う
こ
と
は
で

る
こ
と
か
ら
、
既
に
子
会
社
と
な
っ
て
い
る

ま
た
、

い
わ
ゆ
る

D
&
o

保
険
に
つ
い
て

も
改
正
が
な
さ
れ
て
お
り
、
株
主
総
会
（
取

り
ま
し
た
。

①
会
社
（
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
を
除
く
）

と
取
締
役
と
の
利
益
相
反
状
況
が
あ
る
場
合

に
、
社
外
取
締
役
に
業
務
執
行
を
委
託
で
き

る
こ
と
、
②
監
査
役
会
設
置
会
社
（
公
開
会

社
で
、
か
つ
、
大
会
社
に
限
る
）
で
あ
っ
て
、

有
価
証
券
報
告
書
提
出
会
社
で
あ
る
会
社
に

つ
い
て
、
社
外
取
締
役
の
設
置
が
義
務
付
け

株
式
交
付
の
創
設

会
社
を
そ
の
子
会
社
（
法
務
省
令
で
定
め
る

当
該
株
式
会
社
の
株
式
を
交
付
す
る
こ
と
を

ヽ

よ
り

1
0
0

％
子
会
社
化
を
前
提
と
し
た

株
式
交
換
に
加
え
て
、
自
社
株
を
対
価
と
し

て
総
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
す
る
こ
と
と

社
と
す
る
た
め
」
に
用
い
ら
れ
る
制
度
で
あ

と
が
明
確
に
な
り
ま
す
。

役
会
設
置
会
社
に
お
い
て
は
取
締
役
会
）
の

に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
合
同
会
社
等
の
持

会社法改正に関する詳

細なご説明については、

当事務所のHPに掲載し

ているニューズレターと

して、順次公表していく

予定ですので、そちらも

是非ご覧ください。

蓋

日
か
ら
施
行
さ
れ
る
予
定
で
す
が
、
①
株
主

総
会
資
料
の
電
子
提
供
制
度
と
、
⑫
会
社
の

決
議
を
も
っ
て
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

き
ま
す
。

全
部
又
は
一
部
を
会
社
が
事
前
又
は
事
後
に

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

の
執
行
に
関
し
て
発
生
し
た
費
用
や
損
失
の

法
の
公
布
H

か
ら
起
算
し
て
1

年
6

ヶ
月
を

は
1
0個
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

又
は
会
計
監
査
人
）
に
対
し
て
、
そ
の
職
務

こ
れ
ら
の
改
正
は
、
原
則
と
し
て
、
改
正

使
し
て
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
議
案
の
数

う
規
律
の
整
備
で
す
。

会
に
お
い
て
、
議
案
要
領
通
知
請
求
権
を
行

補
償
契
約
と
は
、
株
式
会
社
が
、
役
員
等

締
役
等
の
欠
格
条
項
の
削
除
及
び
こ
れ
に
伴

等
、
⑫
会
社
の
登
記
に
関
す
る
見
直
し
、
⑬
取

会
社
法
改
正
の
概
要

子
提
供
制
度
、
②
株
主
提
案
権
の
制
限
、
③
取

締
役
の
報
酬
等
、
④
補
償
契
約
、
⑤
役
員
等
の

た
め
に
締
結
さ
れ
る
保
険
契
約
、
⑥
業
務
執

行
の
社
外
取
締
役
へ
の
委
託
、
⑦
社
外
取
締

役
の
設
置
義
務
、
⑧
社
債
の
管
理
、
⑨
株
式
交

現
行
会
社
法
で
は
、
株
主
総
会
参
考
書
類

等
は
株
主
に
書
面
で
提
供
す
る
の
が
原
則
で

あ
り
、
電
子
提
供
す
る
た
め
に
は
、
株
主
の

個
別
同
意
が
必
要
で
す
。
改
正
後
は
、
株
主

総
会
資
料
の
電
子
提
供
制
度
を
導
入
し
た
会

社
は
、
株
主
の
個
別
承
諾
を
取
る
こ
と
な
く
、

株
主
総
会
の
H

時
及
び
場
所
、
株
主
総
会
の

目
的
で
あ
る
事
項
な
ど
を
記
載
し
た
招
集
通

知
の
み
を
発
送
し
、
株
主
総
会
参
考
書
類
や

ま
た
、
株
主
提
案
権
の
濫
用
的
な
行
使
を

制
限
す
る
た
め
、
株
主
が
、
同
一
の
株
主
総

な
お
、
株
主
は
、
提
出
し
よ
う
と
す
る
議
案

に
つ
い
て
、
優
先
順
位
を
定
め
る
こ
と
も
で

分
会
社
は
対
象
に
な
ら
ず
、
ま
た
、
外
国
会

社
も
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
「
子
会

お
け
る
和
解
、
⑪
議
決
権
行
使
書
面
の
閲
覧

ま
す
。

補
償
契
約
・

D
&
o

保
険
に
関
す
る
改
正

付
、
⑩
責
任
追
及
等
の
訴
え
に
係
る
訴
訟
に

ト
に
掲
載
す
る
こ
と
で
足
り
る
こ
と
に
な
り

計
算
書
類
な
ど
に
つ
い
て
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ

決
定
す
べ
き
事
項
も
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

新
株
予
約
権
を
取
締
役
報
酬
と
す
る
場
合
に

ま
た
、
上
場
会
社
等
に
限
ら
ず
、
株
式
や

れ
ば
な
り
ま
せ
ん

会
で
決
定
し
、
そ
の
概
要
等
を
開
示
し
な
け

に
わ
た
っ
て
お
り
、
①
株
主
総
会
資
料
の
電

近
年
、
取
締
役
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

プ
と
し
て
、
株
式
や
新
株
予
約
権
に
よ
る
報

具
体
的
に
は
、
監
査
役
会
設
置
会
社
（
公

開
会
社
で
、
か
つ
、
大
会
社
に
限
る
）
で
あ

っ
て
、
有
価
証
券
報
告
書
提
出
会
社
で
あ
る

し
て
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
、
取
締
役

（
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
執
行
役

負
担
す
る
契
約
で
あ
り
、
株
主
総
会
（
取
締

が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
改
正
は
多
岐

の
内
容
に
つ
い
て
の
決
定
に
関
す
る
方
針
と

令
和
元
年
臨
時
国
会
に
お
い
て
、
会
社
法

決
議
に
基
づ
く
取
締
役
の
個
人
別
の
報
酬
等

締
役
の
報
酬
等
に
関
す
る
定
款
•
株
主
総
会

会
社
又
は
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
は
、
取

株
主
総
会
に
関
す
る
改
正

に
つ
い
て
簡
単
に
ご
説
明
し
ま
す
。

規
律
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
今
回
の
会
社
法
改
正
の
一
部

ス
を
及
ぼ
す
た
め
、
取
締
役
報
酬
に
関
す
る

の
よ
う
な
報
酬
に
対
し
て
適
切
な
ガ
バ
ナ
ン

れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

酬
を
付
与
す
る
例
が
増
え
て
い
ま
す
が
『
こ

内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
さ

公
布
日
か
ら
3

年
6

ヶ
月
を
超
え
な
い
範
囲

所
在
地
に
お
け
る
登
記
の
廃
止
に
つ
い
て
は

登
記
に
関
す
る
見
直
し
の
う
ち
会
社
の
支
店

取
締
役
報
酬
に
関
す
る
改
正
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調
査
官
を
前
に
し
て
プ
レ
ゼ
ン
を
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
特
許
訴
訟
な
ど
、

権
利
の
侵
害
の
議
論
と
損
害
論
を
段
階
的
に

行
う
場
合
に
は
、
侵
害
の
議
論
が
終
わ
っ
た

会
社
の
担
当
者
の
方
が
裁
判
官
や
専
門
委
員
、

と
思
い
ま
す
。

の
皆
様
に
有
益
な
情
報
を
ご
提
供
で
き
れ
ば

知
財
訴
訟
の
実
務
に
つ
い
て
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

要
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。
今
後

特
許
訴
訟
の
技
術
説
明
会
に
お
い
て
は

者
の
担
う
役
割
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
で
す
。

る
の
は
、
技
術
系
を
含
む
企
業
の
訴
訟
担
当

者
の
方
々
の
手
続
へ
の
関
与
の
程
度
が
大
き

こ
の
よ
う
に
知
財
訴
訟
に
お
い
て
は
、
企

業
担
当
者
の
方
々
の
活
躍
の
場
と
存
在
感
が

大
き
く
、
訴
訟
代
理
人
と
密
に
連
携
す
る
必

も
元
裁
判
官
と
し
て
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、

い
こ
と
と
、
訴
訟
進
行
に
関
し
て
企
業
担
当

ま
し
た
。

の
方
々
の
反
応
も
関
心
を
も
っ
て
見
て
お
り

屋
5
!

企
業
の'
-
n
f
l

ロ
｀
才
斥
＇
山
盆
警
J
オ

年
も
良
'
V
-
0
,
t
-

知
財
高
裁
や
東
京
地
裁
知
財
部
で
知
財
訴
訟

を
担
当
し
て
お
り
ま
し
た
。
ご
承
知
の
と
お

り
、
知
財
訴
訟
は
特
許
、
商
標
、
意
匠
、
著

知
財
訴
訟
も
手
続
的
に
は
一
般
の
民
事
訴
訟

の
枠
組
み
で
行
う
の
で
す
が
、
大
き
く
異
な

段
階
で
、
裁
判
所
が
侵
害
か
否
か
の
心
証
を

開
示
し
て
損
害
論
に
進
む
か
ど
う
か
を
示
す

の
が
通
常
で
す
が
、
そ
の
場
合
に
、
私
が
留

ん
が
会
社
に
帰
っ
て
具
体
的
な
報
告
が
で
き

る
よ
う
に
、
詳
し
く
心
証
を
開
示
す
る
こ
と

で
し
た
。
ま
た
、
心
証
開
示
の
際
に
は
、
訴

訟
代
理
人
だ
け
で
は
な
く
、
会
社
の
担
当
者

作
権
等
の
専
門
的
な
事
件
を
扱
う
も
の
で
す
。

意
し
て
い
た
の
は
、
企
業
の
担
当
者
の
皆
さ

私
は
、
裁
判
所
に
勤
務
し
て
い
た
当
時
、

元裁判官が
語る

知財訴訟における

企業担当者の役割

大須賀滋弁護士

L；・ジネJ、ハーソンの体憩時間

必ん

Shigeru Osuga 

平成 30年 11月にオプカウンセルとし

て東京事務所に入所。入所前は，平

成30年7月まで裁判官として勤務し、

裁判所では、主として知的財産権関

係の訴訟事務を担当し、知財高裁、東

京地裁知財部で勤務。知的財産権訴
訟関係のプロフェッショナルである。

窯元めぐりの魅力

私は北浜法律事務所福岡事務所にて執務しております。九州は有田、伊万里、唐津、小石原、小鹿田、薩摩等の焼

き物が有名で、 GW中に開催される有田陶器市には、全国から120万人以上が訪れます。私は、数年前から九州各地

の窯元巡りの魅力にはまっています。福岡のお隣、佐賀の有田焼は、三大美肌の湯で知られる嬉野温泉が近くにあ

り、窯元めぐりの後は、ゆったりと温泉に浸かり、嬉野茶やトロトロの温泉豆腐を堪能できます。また、長崎の波佐見

焼にも近く、様々な窯元を訪れお話を聞くのも楽しみの一つです。波佐見焼は、お洒落でモダンなデザインが多く、

その中でも白磁に手彫りを施した「一真窯」の器は、JR九州のスイーツ列車でも使われるほど大人気です。お気に入

りの陶器に注いだビールは格別で（遠赤外線効果で不思議なくらいまろやかになります。）、毎日、家で至福の時間を

過ごすことができます。

秋山美華
外国法事務弁護士

Mika Akiyama 
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一

紛争案件の
交渉段階における留意点

何事も最初が肝心です。今回は、紛争案件の初期段階（交渉段階）において、交渉方針を決
........................................................................... 

定するために法的観点から案件を分析する際の留意点について、お話させて頂きます。

交渉方針を検討するにあたっては、万ー交渉が決裂して、当該紛争が訴訟になった場合に裁判

所がどのような判断をする可能性が高いかについて、できるだけ具体的な見通しを立てることがとても
............................................................................................................................... 

重要で、その見通しの信頼性が高ければ高いほど、自信を持って交渉方針を決定することができます。

具体的な調査・検討プロセスとしては、 まずは、当方の主張と相手方の主張のそれぞれについて、

その主張を実現するためにどのような法律構成が考えられるかについて、検討します。 その上で、上

記検討結果を踏まえて、 コンメンタールなどの文献や裁判例の調査を実施して、実際の類似する事

案において裁判所がどのような判断をしているかを網羅的に調査します。

多くの場合、かなりの時間を要し、根気の要する作業になりますが、

この裁判例等の調査は、

とても重要です。

例えば、裁判例の調査が甘く、当方に有利な類似裁判例を発見したが、相手方に有利なより説

得的な類似裁判例を見落としたような場合、当方に有利な裁判例にのみ依拠して、交渉を展開した

が、交渉が決裂して、

ればなりません。

その後の訴訟において、相手方から相手方に有利な裁判例に依拠した主張

がなされ、当初の見通しが崩れてしまうということがありえますが、 このような事態は絶対に避けなけ

いざ紛争が発生した際、初期段階において、徹底した法的分析を行っておくことはとても重要とい

えます。

一
酒井大輔弁護士 Daisuke Sakai 

M&A・コーポレート分野及び紛争解決分野をメインに取り扱い、特

に中心的な業務はクロスボーダーのM&A案件。クロスポーダー
M&Aのうち日本企業のリーガルアドバイザーとして、日本企業によ
る海外企業への投資案件・買収案件（いわゆるアウトバウンド案件）

を取り扱うことが多く、海外企業のリーガルアドバイザーとして、海

外企業による日本への投資案件・買収案件を取り扱うこともある。

このほか、国内のM&Aや訴訟対応などの紛争処理案件も多い。 蒻
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